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第１部 男女共同参画の推進に関する施策の推進状況

１ 平成２３年度に講じた主な施策の推進状況

（１）群馬県男女共同参画推進委員会

群馬県男女共同参画推進条例の規定に基づき、基本計画その他の男女共同参画に関する基本的かつ

総合的な施策及び重要事項を調査審議するために委員会が設置されています。委員の内訳は、学識経

験者４名、各分野代表９名、公募２名の計１５名です。

平成２３年度における委員会開催状況

開 催 日 審 議 事 項

平成２３年１２月１６日 ◇男女共同参画の進捗状況について

・第２次群馬県男女共同参画基本計画の実施状況について

（２）男女共同参画フェスティバル

男女共同参画社会への理解を深めるために、「男女共同参画

週間」にちなんで、群馬県女性団体連絡協議会と共催し、「男

女共同参画フェスティバル」を開催しました。

・期 日：平成２３年６月１２日（日）

・会 場：ぐんま男女共同参画センター

・テーマ：「輝こう 群馬の女と男」

～つなげよう 心の絆を！～

・内 容：展示、啓発グッズ配布、バザー、お茶席

フォーラム「イクメンが社会を変える」

基調講演・パネリスト： 長野県佐久市長 柳田清二氏

パ ネ リ ス ト： パパトコクラス代表 松平博政氏

上毛新聞社勤務 米原（天笠）美由紀氏

コ ー デ ィ ネ ー タ ー ： 共愛学園前橋国際大学教授 大森昭生氏

・参加者：２７０名

男女共同参画週間とは

男女共同参画社会基本法の施行（平成１１年６月２３日）を記念して、毎年６月２３日から２９日までの期間

を「男女共同参画週間」と定め、法律の目的及び基本理念に関する国民の理解を深めるため国、地方公共団体が全

国で様々な行事を開催しています。

フォーラム
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（３）男女共同参画推進員の設置

社会人が一日の活動時間の多くを過ごす職場における男女共同参画の推進は、地域や家庭にも大き

く影響するため、男女共同参画社会の実現に極めて重要な意味を持ちます。

「群馬県男女共同参画推進条例」に規定された「男女共同参画推進員」は、職場における男女共同

参画推進の中心人物となっていただく方で、平成２４年３月３１日現在、１４３の事業所において設

置されています。県は情報の提供等により、推進員の取組を支援しています。

（４）男女共同参画研修会

県・市町村職員の男女共同参画、防災の担当者を対

象に、研修会を開催しました。

・日 時：平成２３年９月８日（木）

・会 場：ぐんま男女共同参画センター

・講 師：宗片恵美子氏

（NPO法人イコールネット仙台代表理事）

・演 題：「防災・災害復興に女性の視点を」

・参加者：４０名

（５）男性の家事育児推進事業

「男女の仕事と生活の調和」を推進することを目的

に、事業を実施しました。

・家族で一緒に作ろう！お弁当コンテスト

応募数 27組 展示会来場者 1,200名

・男性の家事育児参加応援キャンペーン

ポスター1,000枚 リーフレット10,000枚

（６）女性に対する暴力根絶及び被害者支援のための取組

男女共同参画社会実現のための大きな障害である女性に対する暴力を根絶し、被害者を支援するた

め、平成２３年度に実施した主な取組は次のとおりです。平成２３年度は、従来の事業に加えて国の

「住民生活に光を注ぐ交付金」を活用し、多くの取組を実施しました。

①啓発冊子等の作成・配布

県民の理解を促すため、一般県民向けのＤＶ防止啓発リーフレット及びＤＶ相談窓口一覧カードを

市町村、県有施設等に配布するとともに、若年者からのＤＶ予防を図るために、若者向け啓発冊子を

県内高校及び大学等に配布しました。

また、日常の業務の中で、配偶者からの暴力被害者を発見しやすい立場にある医療関係者に対して、

「医療機関向けＤＶ被害者対応シート」を作成し、配布しました。

②民間団体及び関係機関との連携

・民間シェルター支援

シェルターを運営する民間団体に、家賃等の補助を行いました。

交付実績（平成２３年度） ２件 ６００千円

宗片恵美子氏

お弁当コンテストグランプリ作品
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・民間団体支援（住民生活に光を注ぐ交付金）

被害者の保護や自立支援を行う民間団体に、事業費の補助を行いました。

交付実績（平成２３年度） ２件 １，７５６千円

・関係機関との連携

裁判所、法務局、検察庁、県警、女性相談所、民間支援団体、母子生活支援施設、保健福祉事務所

等で組織する「女性に対する暴力被害者支援機関ネットワーク会議」を開催しました。

③ＤＶ防止啓発劇場ＣＭ制作・上映（住民生活に光を注ぐ交付金）

ＤＶが決して許されない行為であるとの社会認識を徹底するために、「女性に対する暴力をなくす運

動」期間に合わせて、映画館においてＣＭの上映を実施した。

・上映期間 平成２３年１０月１５日（土）～平成２４年１月１４日（土）

・上映劇場 ４か所

④ＤＶ実態調査（住民生活に光を注ぐ交付金）

被害者が必要とする支援施策を検討するための基礎資料を得ることを目的に、調査を実施しました。

・一般県民意識調査 ２，０００人、支援機関実態調査 １２８機関、被害経験者面接調査 ９人

⑤女性に対する暴力をなくす運動講演会（住民生活に光を注ぐ交付金）

啓発活動の一環として、「女性に対する暴力をなくす運動」

に合わせて講演会を開催しました。

・日 時：平成２３年１１月５日(土)

・会 場：群馬会館

・講 師：有森裕子氏（女子マラソン五輪メダリスト）

・演 題：よろこびを力に

・参加者：一般県民 １６４人

⑥ＤＶ被害者等支援専門員派遣（住民生活に光を注ぐ交付金）

市町村が開催するＤＶの啓発講座や相談員の研修会等に専門員を派遣しました。

・派遣実績 ４市町

⑦高校・大学等へのＤＶ防止啓発講師派遣（住民生活に光を注ぐ交付金）

若年期に正しい知識と理解を深めることがＤＶ防止につながることから、高校・大学等にデートＤ

Ｖ防止の啓発のための講師を派遣しました。

・派遣実績 ９校

⑧女性相談センターの新築移転（住民生活に光を注ぐ交付金）

相談事業の充実を図るため、女性相談センターを新築・移転し、平成２４年３月２５日から新しい

場所で、相談を開始しました。

・建 物：木造２階建、２０８．６８㎡

・新電話番号：０２７－２６１－４４６６

⑨相談事業

女性相談センターにおいて、暴力被害女性に対する相談を実施しました。

相談日時 平日 ９時～２０時 土日祝 １３時～１７時

相談件数 ５，９１９件（うちＤＶ相談 ２，５７３件）

有森裕子氏


